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はじめに

兵庫県では、高齢者、障害者を含むすべての人々がいきいきと生活できる福祉のまちづく

りを推進するため、平成４年 10 月に全国の都道府県で初めての「福祉のまちづくり条例」

（以下「条例」という。）を制定し、県、市町、県民及び事業者の連携と協力のもとに取組

みを進めてきました。

具体的には、条例で定める「特定施設」（福祉・医療・教育施設、公共施設、店舗、共同

住宅等）に対して遵守すべきバリアフリー整備基準（「特定施設整備基準」）を定め、新築・

増築などの際に、整備基準への適合を求めてきました。また、「小規模購買施設等の施設」

（生活に密着した身近な店舗等）や住宅について、それぞれ「小規模購買施設等整備基準」、

「住宅整備基準」を定め、整備基準への適合に努めることを求めることによって、バリアフ

リー整備水準の向上を図ってきました。

しかしながら、これらの整備基準は基本的な配慮事項のみを定めており、この基準を満た

していれば十分配慮が行き届いた施設になるというものではありません。したがって、整備

基準の目的を理解するとともに、利用者の立場に立って、より利用者に配慮した施設の整備

に積極的に取り組むことが望まれています。

また、施設を運営するにあたっては、高齢者や障害者等の特徴や、それに応じた配慮事項

を知ることが重要です。基本的な接遇はもちろんのこと、有用な備品の設置や、管理運営に

おける配慮により、より安全かつ快適に施設を利用できるようになります。

さらに、平時における施設整備・管理運営だけでなく、災害時などの非常時を想定した施

設整備・管理運営も重要です。

本書は、特定施設の所有者・管理運営者・設計施工者等の方々が、施設整備や管理運営を

進めるための手引き（公益的施設編）としてまとめたものであり、高齢者や障害者等の特徴

や基本的な接遇についての解説のほか、条例の整備基準の内容に加えて、施設整備・管理運

営の双方に関し配慮することを推奨する事項について、図解を活用し解説しています。

より安全で快適に利用できる施設の実現には、特定施設の所有者・管理運営者・設計施工

者をはじめ、県民の皆さんの理解と協力が不可欠です。施設整備や管理運営を行う際に、本

書を参考にしていただき、高齢者や障害者を含むすべての県民がいきいきと生活できる福祉

のまちづくりをともに進めていきましょう。

手引書は「公益的施設編」、「公共の交通機関の施設編」、「公共施設編」、「住宅編」、「関

連制度編」から構成されており、利用者の方々や専門家のご意見を参考に、定期的に見直

しを行い、充実させていくこととしています。

手引書の構成について
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